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令和　　年　　月　　日
江戸川区教育委員会　教育長　殿

会 社 名　　　　　　　　　　　　　　

代表者名　　　　　　　　　　　　　　　
	
	学校給食等業務委託 確認事項
	該当チェック

	1 
	代表事業者及びグループ構成事業者が、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の4の規定に該当しない者であること。
	□はい　　□いいえ

	2 
	提案書類の提出期間において、経営不振の状態（会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第1項に基づき民事再生手続開始の申立てをしたとき等）にある事業者が、代表事業者又はグループ構成事業者に含まれていないこと。
	□はい　　□いいえ

	3 
	最近1年間の法人税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納している事業者が、代表事業者又はグループ構成事業者に含まれていないこと。
	□はい　　□いいえ

	4 
	江戸川区の指名参加登録業者であること。
	□はい　　□いいえ

	5 
	本区の指名停止期間中の企業が、代表事業者又はグループ構成事業者に含まれていないこと。
	□はい　　□いいえ

	6 
	本社又は事業所が都内又は近県（千葉県・神奈川県・埼玉県）にあること。
	□はい　　□いいえ

	7 
	安全衛生管理を目的とした、研修・衛生管理指導等実施できる体制が確保されており、令和６年４月１日以降に江戸川区で受託している施設において安全衛生管理上重大な事故（火事・食中毒等）を起こしていないこと。対象期間中に会社分割した場合は譲渡会社も含む。
	□はい　　□いいえ

	8 
	江戸川区で学校給食調理または運営業務委託の受託実績がある場合、令和６年度および令和７年度分の契約において成績不良を原因として契約更新に至らなかった学校がないこと。
ただし、令和７年度分の契約において契約更新に至った他の学校があるときはこの限りでない。
	□はい　　□いいえ

	9 
	要求仕様書に定める要件を満たした栄養士及び調理員を適切に配置できること。
	□はい　　□いいえ

	10 
	会社の業務管理において給食調理業務、学校栄養士業務の研修及び支援体制が確立されていること。また、職員の休暇等に即応し、代替要員配置の手続きを行う等業務の遂行に支障をきたさないこと。
	□はい　　□いいえ

	11 
	令和６年４月１日以降に信義則に反する不適切な行為がないこと（過去において同様な行為が発覚した場合を含む）。
	□はい　　□いいえ



